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岩見沢市不良空家除却補助金交付要綱  

 

平成３１年３月２２日  告示第２４号  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は、不良空家の除却に要する費用の一部について補助金を交

付することにより、不良空家の除却を促進し、市民の安全及び生活環境の保

全に寄与することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 ⑴  不良空家  概ね１年以上居住その他の使用がなされていない建物であり、

かつ、住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定す

る不良住宅に該当するものとして、住宅地区改良法施行規則（昭和３５年

建設省令第１０号）第１条第１項に規定する住宅の不良度の測定方法によ

り合算した評点が１００点以上であるものをいう。  

 ⑵  除却  建築物及びその工作物を解体し、撤去及び処分することをいう。  

 ⑶  除却工事  不良空家を除却する工事をいう。  

 ⑷  所有者  登記事項証明書（未登記の場合は固定資産課税台帳）に記録さ

れている所有者又は当該所有者の相続人（法人を除く。）をいう。  

 ⑸  除却工事施工者  建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく業種

（土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか）の許可、又は建設工

事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に

基づく北海道知事による登録を受けた事業者をいう。  

 （補助対象とする不良空家）  

第３条  補助の対象とする不良空家は、岩見沢市内に位置し、次に掲げる要件

を全て満たすものとする。  

 ⑴  専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の２分の１以上が住宅の用に供

する兼用住宅であること。  

 ⑵  所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利
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が設定されている全ての権利者から除却の同意を得ているときは、この限

りでない。  

 ⑶  補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。  

 （補助対象とする除却工事）  

第４条  補助の対象とする除却工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとす

る。  

 ⑴  不良空家及び付属する門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とす

る工事であること。  

 ⑵  除却工事施工者が施工する除却工事であること。  

 ⑶  補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。  

 ⑷  区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除

却する工事であること。  

 （補助対象者）  

第５条  補助の対象とする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。  

 ⑴  不良空家の所有者（所有者が複数の場合は、全ての所有者の同意を得て

いること。）又は相続人（相続人が複数の場合は、全ての相続人の同意を

得ていること。）であること。  

 ⑵  本市において納付すべき市税を滞納していないこと。  

 ⑶  この要綱に定める補助事業以外に他の建築物の除却に関する補助を受け

ていないこと。  

 ⑷  岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第

３２号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。  

 （補助対象経費）   

第６条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、除

却工事に要する経費（補助対象とする不良空家内及びその敷地内に存する家

財道具、機械、車両等の動産の処分費を除く。）とする。  

 （補助金の額）  

第７条  補助金の額は、補助対象経費（消費税等相当額を除く。）又は住宅地区

改良事業等補助金交付要領（昭和５３年４月４日付け建設省住整発第１４号）

により算出した経費のいずれか少ない額に２分の１を乗じて得た額（１，０
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００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）とし、

５０万円を限度に予算の範囲内において交付する。  

 （事前調査申請）  

第８条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あら

かじめ、補助対象とする不良空家に該当するかについて、岩見沢市不良空家

事前調査申請書に不良空家の位置図及び現況写真を添えて市長に申請しな

ければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、現地調査及び建物の不良

度測定等の調査を行い、その結果を岩見沢市不良空家事前調査結果通知書に

より申請者に通知する。  

３  市長は、前項に規定する申請内容の調査等により、不良空家に該当すると

認められる総数が予算の範囲を超えるときは、不良度測定等の調査結果に基

づき、この補助金の交付を受けて除却工事を行う必要性が高いと認められる

者を優先して交付決定することができる。  

 （補助金の交付申請）  

第９条  補助金の交付申請は、同一会計年度内において、１人につき１戸とし、

前条第２項の規定により不良空家に該当すると判定された場合は、除却工事

を行う日の属する年度の１０月３１日（当該期日が休日に当たるときは、休

日の翌日をもってその期日とみなす。）までに、岩見沢市不良空家除却補助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。  

 ⑴  土地及び建物の登記事項証明書  

 ⑵  市税完納証明書  

 ⑶  不良空家の位置図及び配置図  

 ⑷  除却工事の見積書の写し  

 ⑸  除却工事の工程表  

 ⑹  除却工事施工者の要件を満たすことが確認できる書類  

 ⑺  戸籍謄本  

 ⑻  同意書  

 ⑼  紛争等が生じた場合の誓約書  

 ⑽  印鑑登録証明書  
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 ⑾  その他市長が必要と認める書類  

２  申請者は、前項の申請を行う場合において、不良空家及びその所在する土

地について所有権を有する者が他にあるときは、原則としてその全ての者か

ら除却工事の実施について前項第８号により同意を得なければならない。た

だし、全ての者の同意を得ることが困難なときは、前項第９号の提出をもっ

て代えることができる。  

 （補助金の交付決定）  

第１０条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金を交付すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除却補助金交付決定

通知書により、補助金を不交付すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除

却補助金不交付決定通知書により申請者に通知する。  

２  前項の規定に基づく通知を行った後は、補助金の交付決定額の増額はでき

ないものとする。  

 （変更等の申請）  

第１１条  交付決定者は、第９条の規定による補助金の交付申請の内容を変更

し、又は除却工事を取りやめようとするときは、岩見沢市不良空家除却補助

金交付（変更・取りやめ）申請書に当該変更に係る書類を添えて市長に申請

しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付を変更すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除却補助金交付

（変更・取りやめ）決定通知書により交付決定者に通知する。  

 （完了報告）  

第１２条  交付決定者は、除却工事が完了したときは、除却工事の完了の日か

ら起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の１

月３１日（当該期日が休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期日と

みなす。）のいずれか早い日までに、岩見沢市不良空家除却補助金工事完了

報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 ⑴  除却工事の請負契約書の写し  

 ⑵  廃棄物処理に関する処分証明書の写し  

 ⑶  除却工事の領収書の写し  
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 ⑷  不良空家の除却後の写真  

 ⑸  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定及び交付）  

第１３条  市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査を行ったうえで、除却工事の結果が適当と認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、岩見沢市不良空家除却補助金交付額確

定通知書により交付決定者に通知する。  

２  前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して、３０日を経

過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の１月３１日（当該期日が休

日に当たるときは、休日の翌日をもってその期日とみなす。）のいずれか早

い日までに、岩見沢市不良空家除却補助金請求書により、市長に補助金の交

付の請求をしなければならない。  

３  市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して補助

金を交付する。  

 （交付決定の取り消し等）  

第１４条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定を取り消すことができる。  

 ⑴  虚偽の申請その他の不正行為により、補助金の交付申請をしたとき。  

 ⑵  補助金の交付決定内容又はこの要綱の規定に違反したとき。  

 ⑶  第１２条に規定する期日までに完了報告書が提出されなかったとき。  

 ⑷  その他市長が不適当と認めるとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、岩見沢

市不良空家除却補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知し、当該

補助金の返還を命ずることができる。  

３  補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠

償の責めを負わないものとする。  

 （関係書類の保存）  

第１５条  交付決定者は、当該補助金申請に係る関係書類を、除却工事が完了

した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 （調査への協力）  
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第１６条  交付決定者は、本補助事業に関し、市長が必要な調査等を行うとき

は、これに協力しなければならない。  

 （その他）  

第１７条  この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則

（平成１８年規則第２７号）の例による。  

２  前項によるほか、本要綱に必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  


